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入 札 説 明 書  
総 合 評 価 方 式 （標 準 型 ）  

  

本 説 明 書 は令 和 ６年 １月 ２５日 入 札 公 告 を行 った下 記 ２の工 事 の総 合 評 価 方 式 に関 する補

足 的 事 項 を記 載 したものである。 

 

  令 和 ６年 １月 ２５日  

 

                                   島 根 県 知 事  丸 山  達 也   

 

記  

 

１ 担 当 部 局   島 根 県 企 業 局 施 設 課 長 寿 命 化 スタッフ  

             〒６９０-８５０１   島 根 県 松 江 市 殿 町 ８番 地  ℡０８５２—２２—５６７５ 

 

２ 入 札 に付 する工 事   

工事名 三代浄水場 中央監視システム更新工事 

 

３ 総 合 評 価 方 式 の評 価 方 法 及 びイメージ図 （一 般 的 事 項 ） 

（１）総 合 評 価 方 式 による入 札 参 加 者 の順 位 付 け 

入 札 参 加 者 それぞれに標 準 点 （１００点 ）を与 え、それに評 価 項 目 ごとの加 算 点 を加 え、合 計

を「技 術 評 価 点 」とする。 

総 合 評 価 方 式 の評 価 は「技 術 評 価 点 」を当 該 入 札 参 加 者 の入 札 価 格 で除 した（評 価 値 ）の

大 小 をもって行 う。 

 

技術評価点＝標準点（１００点）＋評価項目毎の加算点 

評価値   ＝技術評価点÷入札価格 

 

（２）総 合 評 価 方 式 のイメージ 

加
算
点 

Ａ 

Ｂ 
Ｃ 

Ｄ 

入札価格 
予定価格 低入札調査基準価格 

基準評価値 

技術評価点 

標準点 
（１００点） 

技術評価点の最高限度 

各社の評価値＝技術評価点／入札価格 

評価値の大小（すなわち直線の傾き）で順位

をつける。 

Ａ社はＢ社より入札価格は高いが技術評価

点が高いことにより、価格のハンディを技術

力で逆転する。 

→ Ａ社が落札者となる。 

ただし、Ｄ社が低入札価格調査において適

切とされた場合はＤ社が落札者となる。 

Ｃ社は予定価格超過のため落札者としな

い。 
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４ 評 価 項 目 及 び評 価 基 準  

（１）技 術 提 案  

発注者が示す施工方法等の標準的な仕様（以下「標準案」という。）を上回る方法で施工する内容を

示した施工上の提案について評価する。 

（評 価 の判 断 基 準 ） 

・ 加 算 点 を与 えるのは、履 行 状 況 が具 体 的 に確 認 、検 査 できるものに限 る。ただし、過 度 に

コスト負 担 を要 する事 項 と判 断 した場 合 は、より優 位 な評 価 はしない。 

・ 加 算 点 算 出 における判 定 値 は、発 注 者 が想 定 する課 題 項 目 に対 して評 価 できる提 案 の

あった個 数 と内 容 （特 に優 れたもの）を考 慮 して決 定 する。 

・ 記 載 する内 容 は、説 明 の要 点 （目 的 、具 体 的 な手 法 ＜施 工 数 量 、施 工 位 置 、施 工 範 囲 、

施 工 期 間 、使 用 材 料 、使 用 機 械 等 ＞、効 果 、技 術 的 な根 拠 、標 準 案 に対 する優 位 性

等 ）をわかりやすく記 述 すること。 

・ 説 明 の要 点 が記 載 されていないもの、あいまいな表 現 のもの（例 えば、「必 要 に応 じて○○

する」、「○○するように努 める」、「可 能 な限 り○○する」等 ）、他 の施 設 管 理 者 と新 たな協

議 や調 整 が必 要 となるもの、工 事 施 工 箇 所 の現 場 条 件 が考 慮 されていないものなどは評

価 しない。 

・ 評 価 課 題 の提 案 個 数 の上 限 数 が設 定 されている場 合 は記 載 順 に評 価 し、上 限 を超 えて

記 載 された内 容 については提 案 として評 価 の対 象 としない。 

・ １つの提 案 内 容 （同 一 枠 内 等 ）に複 数 の提 案 が記 載 されていると判 断 しても、１つの提 案

として評 価 する。この場 合 、複 数 の提 案 中 の最 も評 価 の低 いもので加 算 点 の算 定 を行 う。 

・ 必 要 に応 じて資 料 も添 付 できるが、必 要 最 小 限 の枚 数 に留 めること。不 明 確 と判 断 した

場 合 は添 付 資 料 として取 り扱 わない。 

（減 点 評 価 する場 合 について） 

・ 評 価 項 目 （１）－①～③の「技 術 提 案 の有 無 」について、記 載 が無 い場 合 は、標 準 点 １００

点 を０点 とする。 

・ 「技 術 提 案 の有 無 」を「有 」と記 載 した場 合 は、「技 術 提 案 が採 用 されなかった場 合 の標

準 案 での施 工 の意 志 の有 無 （以 下 「標 準 案 での施 工 の意 志 」という）」をあわせて記 載 す

る。記 載 がない又 は「無 」と記 載 した場 合 は、標 準 点 １００点 を０点 とする。 

・ 「技 術 提 案 の有 無 」に「無 」と記 載 した場 合 は、標 準 案 により施 工 すること。ただし、その場

合 は減 点 評 価 の対 象 とする。 

・ 複 数 の技 術 提 案 の課 題 があり、一 部 の課 題 しか提 案 がない場 合 は、提 案 が全 くない場 合

の減 点 数 に提 案 がなかった課 題 数 を按 分 して減 点 数 を算 出 する。（小 数 第 ２位 四 捨 五

入 ） 

・ 「技 術 提 案 の有 無 」に「有 」と記 載 し、「標 準 案 での施 工 の意 志 」に「有 」と記 載 した場 合 は、

技 術 提 案 が採 用 されない場 合 でも、課 題 との関 連 性 が認 められれば減 点 しない。 

（提 案 内 容 の履 行 義 務 について） 

・ 提 案 内 容 は、評 価 結 果 及 び履 行 義 務 の有 無 を明 らかにした上 で契 約 書 に記 載 する。 

・ 落 札 者 が契 約 後 に提 出 する施 工 計 画 書 には、「評 価 する」とされた提 案 内 容 を反 映 させ

るものとする。 

・ 「評価しない」とされた提案であっても、仕 様 書 等 で規 定 される事 項 は実 施 しなければなら

ない。 

・ 「評価しない」とされた提案については、受発注者協議により実施することも可能であり、実

施した結果、品質向上等の効果が確認できた時は、工事成績評定で評価する場合がある。 
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①用水の安定供給に支障を生じさせない施工  

本 工 事 は用 水 供 給 を行 いながらの施 工 であり、安 定 供 給 に支 障 を生 じさせないよう行 わなけ

ればならない。特 に現 行 設 備 から更 新 する設 備 への切 り替 え施 工 時 は安 全 かつ確 実 に行 う必

要 があるとともに、迅 速 に行 わなければならない。また、施 工 に伴 い発 生 する警 報 や手 動 操 作 の

機 会 が多 くなると運 転 監 視 を行 う当 直 員 に対 して負 担 が生 じ、安 定 供 給 に支 障 をきたす恐 れ

がある。 

このため「切 り替 え時 の施 工 に関 する工 夫 」、「施 工 時 における当 直 員 へ負 担 が生 じない工

夫 」についての提 案 を評 価 する。提 案 は 3 個 を上 限 とする。 

なお、提 案 内 容 については、具 体 的 な方 策 を明 記 すること。 

 

〇標 準 案  

◇発 注 者 が示 す標 準 案 は、島 根 県 公 共 工 事 共 通 仕 様 書 および設 計 図 書 の記 載 内 容 と

する。 

 

■評 価 基 準  

◆評 価 できる提 案 の総 数 を判 定 値 とする。 

◆判 定 値 が最 も高 いものの加 算 点 を５点 とする。 

◆それ以 外 の者 は判 定 値 による按 分 で加 算 点 を算 出 （小 数 第 ２位 を四 捨 五 入 し、小 数  

第 １位 まで） 

【加 算 点 ＝５点 ×（当 該 者 の判 定 値 ／提 案 者 の最 高 判 定 値 ）】 

 

②保 守 ・点 検 時 における作 業 性 等 の向 上  

本 設 備 （中 央 監 視 システム）の保 守 ・点 検 作 業 を行 うにあたっては、測 定 や清 掃 などが安 全

かつ容 易 に行 える必 要 があることから、設 備 の保 守 ・点 検 時 における、「作 業 性 の向 上 」と「安

全 性 の向 上 」に資 する提 案 を評 価 する。 

ただし、竣 工 後 の保 守 点 検 業 務 を請 け負 うことを前 提 とした提 案 は評 価 しない。提 案 は３個

を上 限 とする。 

 

○標 準 案  

◇発 注 者 が示 す標 準 案 は、島 根 県 公 共 工 事 共 通 仕 様 書 および設 計 図 書 の記 載 内 容 と

する。 

 

■評 価 基 準  

◆評 価 できる提 案 の総 数 を判 定 値 とする。 

◆判 定 値 が最 も高 いものの加 算 点 を５点 とする。 

◆それ以 外 の者 は判 定 値 による按 分 で加 算 点 を算 出 （小 数 第 ２位 を四 捨 五 入 し、小 数  

第 １位 まで） 

【加 算 点 ＝５点 ×（当 該 者 の判 定 値 ／提 案 者 の最 高 判 定 値 ）】 

 

③設 備 の維 持 管 理 費 縮 減  

経 営 面 からは、工 事 後 における本 設 備 （中 央 監 視 システム）の維 持 管 理 費 縮 減 も重 要 であり、

維 持 管 理 費 の縮 減 に資 する提 案 を評 価 する。 

ただし、竣 工 後 の保 守 点 検 業 務 を請 け負 うことを前 提 とした提 案 は評 価 しない。提 案 は３個

を上 限 とする。 

 

○標 準 案  

◇発 注 者 が示 す標 準 案 は、島 根 県 公 共 工 事 共 通 仕 様 書 および設 計 図 書 の記 載 内 容 と

する。 
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■評 価 基 準  

◆評 価 できる提 案 の総 数 を判 定 値 とする。 

◆判 定 値 が最 も高 いものの加 算 点 を５点 とする。 

◆それ以 外 の者 は判 定 値 による按 分 で加 算 点 を算 出 （小 数 第 ２位 を四 捨 五 入 し、小 数  

第 １位 まで） 

【加 算 点 ＝５点 ×（当 該 者 の判 定 値 ／提 案 者 の最 高 判 定 値 ）】 

 

（２）企 業 の評 価  

①企 業 の工 事 成 績 評定点 

企 業 の工 事 成 績 評 定 点 の平 均 点 を評 価 する。 

対 象 となる工 事 成 績  

完 成 年 度  令 和 ２年 度 から令 和 ４年 度 （完 成 及 び引 き渡 しが完 了 ） 

発 注 機 関  

第 1 グループは島 根 県 （総 務 部 、農 林 水 産 部 、土 木 部 、企 業

局 ）及 び国 土 交 通 省 中 国 地 方 整 備 局  

第 ２グループは島 根 県 （総 務 部 、農 林 水 産 部 、土 木 部 、企 業

局 ） 

工 事 種 別  通 信 設 備 工 事  

建 設 工 事 の種 類  電 気 通 信 工 事  

ただ し、元 請 又 は共 同 企 業 体 （経 常 JV を除 く ）の 構 成 員 （ただ し出 資 比 率 ２ ０％ 以   

上 ）として受 注 した工 事 とする。 

加 算 点 は、代 表 者 の加 算 点 と代 表 者 以 外 の構 成 員 の加 算 点 の合 計 とする。 

なお、各 構 成 員 の加 算 点 は、構 成 員 毎 の工 事 成 績 により算 出 した加 算 点 ①（又 は加 算

点 ②）を各 々補 正 して算 出 する 

 

■評 価 基 準  

【加 算 点 】＝第 １グループの構 成 員 の加 算 点 ＋第 ２グループの構 成 員 の加 算 点  

【各 構 成 員 の加 算 点 の算 出 方 法 】（小 数 第 ２位 を四 捨 五 入 し、小 数 第 １位 まで） 

◆第 １グループの構 成 員 の加 算 点 ＝〔加 算 点 ①（又 は加 算 点 ②） 〕×３／５ 

◆第 ２グループの構 成 員 の加 算 点 ＝〔加 算 点 ①（又 は加 算 点 ②） 〕×２／５ 

◆対象となる工事成績が２件以上の場合、表１により加算点を算定する。 

◆対象となる工事成績が１件または無い場合、表２により加算点を算定する。 

     

   （表１） 

評定点の 
平均点 

80 点以上 80 点未満 73 点以上 
73 点未満
70 点以上 

70 点未満 

加算点 5.0 点  
加算点＝1.5 点＋｛3.5×（評定 

点の平均点－73.0）／7｝
1.0 点  0 点  

※評定点の平均点は小数第２位を四捨五入、加算点は小数第２位を切り捨て 

 

（表２） 

評定点 80 点以上 80 点未満 73 点以上 
73 点未満
70 点以上 

70 点未満 
又は実績無し 

加算点 4.5 点  
加算点＝（表１で計算した加算点）

×0.9 
0.9 点  0 点  

※加算点は小数第２位を切り捨て 
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②企 業 の同 種 工 事 の施 工 実 績                                                 

企 業 の同 種 工 事 の施 工 実 績 を評 価 する。 

対 象 となる施 工 実 績  

対 象 期 間  平 成 ２５年 度 から入 札 公 告 日 前 日 まで 

発 注 機 関  国 （公 団 の後 継 会 社 、公 社 を含 む）、都 道 府 県 （公 社 を含 む）、

市 町 村 （企 業 団 、事 務 組 合 等 含 む） 

工 事 種 別  通 信 設 備 工 事  

建 設 工 事 の

種 類  

電 気 通 信 工 事  

工 事 内 容  

の条 件 等  

同 種 工 事 とは、元 請 または共 同 企 業 体 （経 常 ＪＶを除 く）の構 成

員 （ただし出 資 比 率 20％以 上 ）として施 工 した、１契 約 で税 込 み

最 終 金 額 が 3 億 6 千 万 円 以 上 で上 水 道 または工 業 用 水 道 設

備 の中 央 監 視 システムの新 設 または更 新 を含 む工 事 （修 繕 、点

検 は除 く）の完 成 及 び引 き渡 しが完 了 した工 事 をいう。 

ただし、工 事 成 績 評 定 点 が７０点 未 満 のものは実 績 として認 めな

い。 

 

■評 価 基 準  

◆対 象 となる施 工 実 績 が２回 以 上 ある者 は２点  

◆対 象 となる施 工 実 績 が１回 ある者 は１点  

◆対 象 となる施 工 実 績 がない者 は０点  

 

③企 業 の優 良 工 事 表 彰 （優 良 工 事 施 工 団 体 表 彰 ） 

中 国 地 方 内 の公 共 事 業 において、企 業 として受 けた優 良 工 事 表 彰 （優 良 工 事 施 工 団

体 表 彰 ）を評 価 する。 

ただし、元 請 又 は共 同 企 業 体 （経 常 J V を除 く）構 成 員 （出 資 比 率 ２０％以 上 ）として受

注 した工 事 とする。 

対 象 となる表 彰  

表 彰 年 度  令 和 元 年 度 から令 和 ５年 度 （過 去 ５年 間 ） 

表 彰 機 関  島 根 県 及 び国 土 交 通 省 中 国 地 方 整 備 局  

工 事 種 別  通 信 設 備 工 事  

建 設 工 事 の

種 類  

電 気 通 信 工 事  

表 彰 の種 類  優 良 工 事 表 彰 （優 良 工 事 施 工 団 体 表 彰 ） 

 

■評 価 基 準  

◆いずれかの構成員が知事による優良工事表彰、整備局長による優良工事施工団体表彰、

または整備局部長・整備局事務所長による優良工事施工団体表彰がある者は２点 

◆いずれかの構成員が県課長による優良工事表彰、または県事務所長による優良工事表彰

がある者は１点 

◆表彰がない者は０点 
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（３）配 置 予 定 技 術 者 の評 価  

特 別 共 同 企 業 体 の代 表 者 が現 場 に配 置 を予 定 する監 理 技 術 者 について評 価 をする。 

（注 １）複 数 の配 置 予 定 技 術 者 を候 補 者 とした場 合 は、候 補 者 のうち評 価 点 合 計 の最 も低 い

者 で評 価 する。 

①配 置 予 定 技 術 者 の資 格  

入 札 公 告 日 前 日 時 点 で保 有 する電 気 通 信 主 任 技 術 者 の資 格 を評 価 する。 

■評 価 基 準  

◆資 格 がある者 は１点  

◆資 格 がない者 は０点  

 

②配 置 予 定 技 術 者 の同 種 工 事 の施 工 経 験  

配 置 予 定 技 術 者 の同 種 工 事 の施 工 経 験 を評 価 する。 

対 象 となる施 工 経 験  

対 象 期 間  平 成 ２５年 度 から入 札 公 告 日 前 日 まで 

発 注 機 関  国 （公 団 の後 継 会 社 、公 社 を含 む）、都 道 府 県 （公 社 を含 む）、

市 町 村 （企 業 団 、事 務 組 合 等 含 ） 

工 事 種 別  通 信 設 備 工 事  

建 設 工 事 の

種 類  

電 気 通 信 工 事  

工 事 内 容  

の条 件 等  

同 種 工 事 とは、監 理 技 術 者 （特 例 監 理 技 術 者 及 び監 理 技 術 者

補 佐 を含 む）、主 任 技 術 者 または現 場 代 理 人 として担 当 した、１

契 約 で税 込 み最 終 金 額 が１億 8 千 万 円 以 上 で上 水 道 または工

業 用 水 道 設 備 の中 央 監 視 システムの新 設 または更 新 を含 む工

事 （修 繕 、点 検 は除 く）の完 成 及 び引 き渡 しが完 了 した工 事 をい

う。 

ただし、現 場 施 工 着 手 から現 場 施 工 完 了 まで従 事 していなけれ

ば加 点 の対 象 として認 めない。 

また、工 事 成 績 評 定 点 が７０点 未 満 の場 合 のものは施 工 経 験 と

して認 めない。 

 

■評 価 基 準  

◆対 象 となる施 工 経 験 が２回 以 上 ある者 は２点  

◆対 象 となる施 工 経 験 が１回 ある者 は１点  

◆対 象 となる施 工 経 験 がない者 は０点  

 

③配 置 予 定 技 術 者 の優 秀 建 設 技 術 者 表 彰  

島 根 県 内 の公 共 事 業 において、配 置 予 定 技 術 者 が受 けた優 秀 建 設 技 術 者 表 彰 を評

価 する。 

ただし、元 請 又 は共 同 企 業 体 （経 常 J V を除 く）構 成 員 （出 資 比 率 ２０％以 上 ）として受

注 した工 事 とする。 

対 象 となる表 彰  

表 彰 年 度  令 和 元 年 度 から令 和 ５年 度 （過 去 ５年 間 ） 
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表 彰 機 関  島 根 県 及 び国 土 交 通 省 中 国 地 方 整 備 局  

工 事 種 別  通 信 設 備 工 事  

建 設 工 事 の

種 類  

電 気 通 信 工 事  

表 彰 の種 類  
主 任 （監 理 ）技 術 者 または現 場 代 理 人 として受 けた、優

秀 建 設 技 術 者 表 彰  

 

■評 価 基 準  

◆優 良 工 事 知 事 表 彰 該 当 工 事 の優 秀 建 設 技 術 者 表 彰 （建 設 工 事 部 門 ）、整 備 局

長 による優 秀 建 設 技 術 者 表 彰 （工 事 ）、または整 備 局 部 長 ・整 備 局 事 務 所 長 によ

る優 秀 建 設 技 術 者 表 彰 （工 事 ）がある者 は２点  

◆優 良 工 事 県 課 長 表 彰 該 当 工 事 の優 秀 建 設 技 術 者 表 彰 （建 設 工 事 部 門 ）、または

優 良 工 事 県 事 務 所 長 表 彰 該 当 工 事 の優 秀 建 設 技 術 者 表 彰 （建 設 工 事 部 門 ）が

ある者 は１点  

◆表 彰 がない者 は０点  

 

（４）地 域 貢 献 ・その他  

①ボランティア活 動 等 への参 加 実 績  

令 和 ３年 度 及 び令 和 ４年 度 の２年 間 において、島 根 県 内 でのボランティア活 動 への参 加

実 績 またはハートフルしまねの参 加 実 績 を評 価 する。 

 

■評 価 基 準  

◆いずれかの構 成 員 が両 年 度 とも参 加 実 績 がある者 は１点  

◆上 記 でない者 は０点  

 

ボランティア活 動 は客 観 的 に認 められるもの（例 えば不 特 定 多 数 の者 が利 用 する公 共 ・

公 益 施 設 等 における活 動 や県 民 ・地 域 住 民 に対 して行 う活 動 、あるいは社 会 福 祉 施 設 等

への活 動 ）で、市 町 村 の証 明 、新 聞 記 事 、社 内 報 掲 載 記 事 （社 外 に公 表 しているもの）、自

治 会 長 等 の証 明 など実 績 を証 明 できる物 を添 付 すること。 

また、会 社 としてのボランティア活 動 への参 加 実 績 は、10 名 以 上 または従 業 員 の半 数

（最 低 3 名 ）以 上 が参 加 していること。ハートフルしまね活 動 の参 加 実 績 は、会 社 として年 間

のべ人 数 が 10 名 以 上 または従 業 員 の半 数 （最 低 3 名 ）以 上 が参 加 していること。 

なお、従 業 員 数 は当 該 活 動 時 点 のものとする。 

 

②労働福祉関連の状況 

入札公告日前日における企業としての次のａ、ｂに掲げる項目を評価する。 

ａ 障がい者雇用の実態：下記のいずれかの実態がある場合 

・法定雇用率を適用される者 …法定雇用障がい者数を超える雇用 

・法定雇用率を適用されない者…１人以上の雇用 

ｂ 育児・介護休業に関する制度：下記のいずれかの取組みがある場合 

・こっころカンパニー（しまね子育て応援企業）に認定されている。 

 認定状況を確認するため、「こっころカンパニー認定書」の写しを添付すること。 

・「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（以下「育

児・介護休業法」という。）」で定める制度を超える内容を含む制度を規定している。 

ただし、申請にあたっては、就業規則等のうち育児・介護休業法に関係する部分を



 

－ 8 － 
 

添付資料として提出すること。この際、法定の制度を超える箇所にアンダーライン明

示すること。なお、明示が無い場合は、評価の対象としない。 

上記就業規則等の内容を確認するため、必ず技術資料「育児・介護休業に関する制

度 チェック表」を記入し、添付すること。 

 

■評価基準 

◆すべての構成員がａｂ両方に該当する者は１点 

◆構成員のいずれか 1 社がａｂ両方に該当する者は０．５点 

◆上記でない者は０点 

 

（５）地 理 的 条 件  

  ①近 隣 地 域 での施 工 実 績  

   島 根 県 内 での電 気 通 信 工 事 の施 工 実 績 を評 価 する。 

    対 象 となる施 工 実 績  

対 象 期 間  令 和 ３年 度 から入 札 公 告 日 前 日 まで 

発 注 機 関  島 根 県  

工 事 種 別  通 信 設 備 工 事  

建 設 工 事 の

種 類  

電 気 通 信 工 事  

工 事 発 注 の

条 件 等  

完 成 及 び引 き渡 しが完 了 した島 根 県 内 での電 気 通 信 工

事 。 

ただし、工 事 成 績 評 定 点 がないもの、７０点 未 満 の場 合

のものは実 績 として認 めない。 

■評価基準 

◆すべての構成員に施工実績があれば１点 

◆上記でない者は０点 

 

（６）減 点  

①技術提案がない場合の減点 

上記（１）－①～③の技術提案の項目に対して、技術提案の有無を「無」と記載し、技術提案

をせず標準案での施工と記載した場合及び記載があっても課題との関連性が認められない提案の

場合は無回答と見なし、加算点合計の１割（今回は３．２点）を最大として減点（小数第２位を

四捨五入し、小数第１位まで）を行う。 

【 減点＝ ３．２点 × 無回答項目数 ÷ ３ 】 

  ［加算点合計の１割］       ［設定項目数］ 

 

②低 入 札 工 事 の工 事 成 績 が良 好 でない場 合 の減 点  

前 年 度 から入 札 公 告 日 前 日 までに完 成 した島 根 県 発 注 の工 事 又 は令 和 ４年 度 に完 成

した国 土 交 通 省 中 国 地 方 整 備 局 発 注 の工 事 で、低 入 札 価 格 調 査 対 象 工 事 がある場 合 、

当 該 工 事 の工 事 成 績 評 定 点 が７５点 未 満 であれば、減 点 を行 う。（工 事 成 績 評 定 点 が７０

点 未 満 の場 合 、入 札 に参 加 することができない。） 

■減 点 基 準  

◆７０点 の者 は－５点  

◆７５点 の者 は０点  

◆中 間 の者 は按 分 で点 数 を算 出  
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【減 点  ＝ ５点  ×（７５－低 入 札 工 事 の点 数 ）÷（７５－７０） 】 

なお、対象工事が複数ある場合は、工事成績評定点が一番低い工事を減点対象工事とする。 

 

『特別共同企業体の構成員の場合の計算例 』 

 〇条 件  

第１グループの構成員の令和４年度の低入札工事の工事成績評定点が７２点と７４点、第２グ

ループの構成員の令和４年度の低入札工事の工事成績評定点が７３点の場合（複数工事の場合は

最低点を採用） 

 

       特 別 共 同 企 業 体 の減 点 ＝５点 ×（75 点 -72 点 ）÷（75 点 －70 点 ）＝３.０点 】 

                                      （少 数 第 ２位 四 捨 五 入 ） 

 

③県 内 下 請 及 び県 内 産 資 材 の使 用 義 務 付 け違 反 による減 点  

島 根 県 発 注 の令 和 ４年 度 に完 成 した公 共 工 事 において、県 内 下 請 及 び県 内 産 資 材 の

使 用 義 務 付 け違 反 による工 事 成 績 評 定 点 の減 点 を受 けたことがあれば、減 点 を行 う。 

 

■減 点 基 準  

◆県 内 下 請 の使 用 義 務 付 け違 反 の場 合 は－１点  

◆県 内 産 資 材 の使 用 義 務 付 け違 反 の場 合 は－１点  

 

５ ペナルティ 

①技 術 提 案  

落札者が、提案した施工計画を履行しなかった場合を想定し、契約時にその内容と水準を明確に提

示したペナルティ事項を以下に定める。 

評価項目 ペナルティ 詳細内容 

⑴－①用水の安定供給に支障を生じさ

せない施工 

工事成績評

定点の減点 

工事成績評定点から当該評価項目の加算点

の最高点を減点する。 

なお、受注者の責めに帰すべき事由によらな

い不測の事由により、技術提案の履行に影響が

でる場合には、その都度発注者と受注者の協議

により、その取扱について定めるものとする。 

⑴－②保 守 ・点 検 時 における作 業 性

等 の向 上  

⑴－③設備の維持管理費縮減 

 

６ 技 術 資 料 の審 査 の統 一 事 項  

技 術 資 料 の審 査 が公 平 かつ迅 速 に行 えるよう「総 合 評 価 方 式 （建 設 工 事 ）技 術 資 料 の審

査 の統 一 事 項 」及 び「同 統 一 事 項 （具 体 事 例 ）」を定 め、下 記 に掲 載 しているので参 考 にする

こと。 

島 根 県 ホームページ 

トップ > 環 境 ・県 土 づくり > 技 術 管 理  > 技 術 管 理 情 報  > 総 合 評 価 方 式  

>建 設 工 事 総 合 評 価 方 式 、業 務 委 託 総 合 評 価 ・プロポーザル方 式  

【総 合 評 価 方 式 （建 設 工 事 ）技 術 資 料 の審 査 の統 一 事 項 】 

  https://www.pref.sh imane. lg. jp/ infra/kouji/kouj i_ in fo/sougouhyouka/ 

 

https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/kouji/kouji_info/sougouhyouka/




















































対象となる年度・機関等：

(1)
(2) 工事の対象は、中国地方整備局及び島根県発注の工事とする。
(3)

(4) 「工事名の区分」欄は、「契約工事名」、「表彰状記載工事名」のいずれかを選択すること。
(5) 表彰状の添付は不要である。
(6) 上記事項の外、入札説明書本文にある要件を必ず確認すること。

⑥

⑦

⑩

表彰の対象は、国土交通省が行ったものについては中国地方整備局長表彰及び事務所長表彰、島
根県が行ったものについては知事表彰とする。

特別共同企業体構成員の受賞の合計が10回以上ある場合は、代表的なもの10回分の提出でよい。

⑧

　令和元年度から令和５年度に、島根県及び中国地方整備局発注工事で受けた優良工事表彰（優良工事
施工団体表彰）

受賞年度 工事名の区分 工事名／工事種別／建設工事の種類特別共同企業体構成員の会社名 表彰者の区分

（様式-５）

評価項目（２）-③

企業の優良工事表彰（優良工事施工団体表彰）
企業体名： ○○共同企業体

①

②

③

④

⑤

⑨

















対象：

○企業としてのボランティア活動への参加実績

(1)
(2) 従業員数の欄には、当該活動時点の常用雇用労働者と短時間労働者の合計人数を記載すること。
(3) 入札説明書本文にある要件を必ず確認すること。

○企業としてのハートフルしまねの参加実績

(1) 活動箇所が確認できる資料を添付すること。
(2) 従業員数の欄には、当該活動時点の常用雇用労働者と短時間労働者の合計人数を記載すること。
(3) 入札説明書本文にある要件を必ず確認すること。

代表者
(第１ｸﾞﾙｰﾌﾟ)

R4年度

企業体

令和３年度及び令和４年度における島根県内で実施されたボランティア活動又はハートフルしまねの参加
実績

活動年月日 活動箇所 従業員数参加人数活動内容

代表者
(第１ｸﾞﾙｰﾌﾟ)

（様式-９）

評価項目（４）-①

ボランティア活動等への参加実績
企業体名： ○○共同企業体

活動したことを証明する資料と活動箇所が確認できる資料を添付すること。

構成員
(第2ｸﾞﾙｰﾌﾟ)

活動箇所 従業員数年度間延べ参加人数

代表者
(第１ｸﾞﾙｰﾌﾟ)

R3年度

企業体

構成員
(第2ｸﾞﾙｰﾌﾟ)

R4年度

登録団体名

構成員
(第2ｸﾞﾙｰﾌﾟ)

R3年度





















対象：

円 円

（始） 年 月 日 年 月 日

（終） 年 月 日 年 月 日

点 点

（注１）

（注２）

・コリンズ登録番号欄には、①コリンズ登録番号（１０桁の数字）②別資料のみを提出③竣工時の登録義
務なし④竣工登録の手続き中、のいずれかを記入すること。
・空欄とした場合は、評価の対象外とする。

コリンズ登録義務
・島根県公共工事共通仕様書改訂（平成１５年２月２４日付け技発第３６９号）により、平成１５年４月１日以
降に契約する工事については、工事請負代金額500万円以上2,500万円未満の工事は【受注、訂正時】の
み登録するものとしている。
・島根県公共工事共通仕様書改訂（平成２４年３月１６日付け技第６１０号）により、平成２４年４月１日以降に
入札公告する工事については、工事請負代金額が500万円以上は全ての工事において、【受注、変更、完
成、訂正時】にそれぞれコリンズ登録するものとしている。

工事内容 第１グループ施工実績 第２グループ施工実績

工　　事　　名

請負金額（最終・税込）

施工場所

工事種別

建設工事の種類

発注機関名

コリンズ登録番号

契約上の工期

受注形態

特別（特定）ＪＶの場合、出資比率

工事成績評定点

（様式-１３）

評価項目（５）-①

地理的条件
（近隣地域での施工実績）

令和３年度から入札公告日前日までに完成及び引き渡しが完了した島根県発注の下記工事

対象工事 完成及び引き渡しが完了した島根県内での電気通信工事

企業体名： ○○共同企業体

工事種別

建設工事の種類

通信設備工事

電気通信工事



(1)
①
②

③
④
⑤
⑥

⑦

⑧
⑨ 施工実績として提出する工事の「工事種別」及び「建設工事の種類」が確認できる資料

資料①～⑨で確認できる内容

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○

※１：上表の「○」は資料で確認ができるもの、「△」は全ては確認できないもの。
※２：上表の資料②、③、④、⑤、⑥の「○」と「△」は、島根県発注工事の場合。

（参考）代表的な提出資料の組合せ

(2) 施工実績が２回以上ある場合は、代表的なものの提出でよい。
(3)
(4) 上記事項の外、入札説明書本文にある要件を必ず確認すること。

①+⑥

請負金額（最終・税込）
契約上の工期
受注形態
特別（特定）JVの場合、出資比率 JV工事のみ対象

パターン名 条件１ 条件２ 提出資料の組合せ

特別（特定）ＪＶで施工した工事については、出資比率２０％以上の場合にのみ施工実績として認める。

①+③+④+⑦
①+③+⑤+⑥+⑦

コリンズのみで工事概要が確認できな
い。発注者の証明書を追加添付。

①＋⑧

②+③+④+⑨
②+③+⑤+⑥+⑨
②+③+④+⑦+⑨
②+③+⑤+⑥+⑦+⑨

パターン４

パターン５

・別資料のみを提出する場
合

最終の見積参考資料で工事概要が確認
可能。

パターン６
最終の見積参考資料で工事概要が確認
できない。最終図面等を追加添付。

パターン７

・コリンズと別資料を提出す
る場合

パターン１

最終の見積参考資料等、必要な資料を
追加添付。

⑧
⑧+⑨

パターン３
コリンズのみで工事概要が確認できな
い。最終図面等を追加添付。

工事成績評定点 ○ ○ ○

コリンズのみで工事概要が確認可能。

資料①または資料②のみでは同種工事の施工実績（工事概要）が確認できない場合は、確認できる
資料（工事名と設計の変更回数が確認できる最終図面等）。ただし、必ず当初、変更を含む契約書
全ての写し（資料③）＋項目別評定点表（資料④）もしくは竣工検査済証の写し（資料⑤）を追加添付
すること。
発注者の証明書の写し。

備考

パターン２
コリンズのみで工事概要が確認できな
い。最終の見積参考資料を追加添付。

①+②+③+④
①+②+③+⑤+⑥

成績評定対象外工事の
場合、⑧が必須（島根県
発注工事以外）

項目名
資料番号

工
事
名
称
等

工事名
コリンズ登録番号 ①のみ対象

発注機関名
工事種別、建設工事の種類
施工場所

①+④

工事成績評定通知書の写し。ただし、工事成績評定対象外工事の場合は、「成績評定対象外」であ
る旨を「工事成績評定点」欄に記載すること。（島根県以外の発注工事は、成績評定対象外であるこ
とを確認するための発注者の証明書の写し（資料⑧）も追加添付すること。）

施工実績（上表記載内容）全てが確認できるよう下表を参考に資料①～⑨を組み合せて提出すること。
コリンズの「登録内容確認書」の写し。（いずれも竣工登録に限る。）
最終の見積参考資料（設計の変更回数が確認できる総括情報表と工事内訳表）。ただし、必ず当
初、変更を含む契約書全ての写し（資料③）＋項目別評定点表（資料④）もしくは竣工検査済証の写
し（資料⑤）を追加添付すること。
当初、変更を含む契約書全ての写し。
項目別評定点表。（島根県発注工事に限る。）
竣工検査済証の写し。




















